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八王子市集合住宅等建築指導要綱細則 

 

第 1条（趣旨）  

この細則は、八王子市集合住宅等建築指導要綱（以下「要綱」という。）の施行について、

必要な事項を定める。  

 

第 2条（事前協議）  

事業者は、要綱第 5 条の規定による事前協議を行う場合は、事前協議申請書（第１号様

式）及び計画概要書（第 2 号様式）に必要事項を記入し、必要図書を添付して、市長に提

出すること。  

2 前項に規定する必要図書は、別表 1（提出書類一覧表）のとおりとする。  

3 事業者は、事業計画を変更する場合は、事前協議変更申請書（第 3号様式）を、事業者

の住所や代表者名等の軽微な変更をする場合は、変更届（第 14号様式）を提出すること。  

 

第 3条（事前協議結果通知書の交付）  

市長は、要綱第 5 条に基づく事前協議申請を受付し、協議が整った場合は、事業者へ事

前協議結果通知書（第 4号様式）を交付するものとする。  

ただし、交付日の翌日から起算して 3 年以内に正当な理由が無く、工事を着手しないと

きは、その効力を失う。  

 

第 4条（事前協議の取下げ）  

要綱第 6 条の規定による届出をする事業者は、事前協議取下届（第 5 号様式）を提出す

ること。  

 

第 5条（地位の承継）  

要綱第 7 条の規定による届出をする事業者は、地位の承継届（第 6 号様式）を提出する

こと。  

 

第 6条（標識の設置）  

要綱第 8 条に規定する標識は、建築計画のお知らせ（第 7 号様式）によるものとする。

ただし、八王子市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和 53年八

王子市条例第 37号）により標識を設置する場合は、要綱第 8条の標識の設置を兼ねた標識

であることを付記することにより、要綱第 8条の標識の設置を要しない。 

2 事業者は、事前協議申請書に標識設置届（第8号様式）を添付すること。 

3 第1項に規定する標識の設置期間は、近隣住民への周知前から要綱第34条に規定する工

事完了検査済証の交付日までとする。 

第 7条（近隣住民の範囲等）  

要綱第 9 条に規定する近隣住民とは、①当該建築物の敷地境界線からその高さの 2 倍の
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水平距離の範囲内にある町会又は自治会等の長、通学路にかかる学校の長、土地の所有者、

建築物の所有者及び居住者等。②建築工事による影響が予想される区域の住民及び町会又

は自治会の長とする。 

2 事業者は、事前協議申請書に近隣周知報告書（第 9号様式）及び周知に要した配布図書

を添付すること。  

3 周知に必要な配布図書は、概要書、案内図、工事用車両運行予定図、配置図、立面図、

給排水取込図、日影図（建築基準法第 56条の 2において必要な場合）とする。  

 

第 8条（消防施設）  

要綱第 10条に規定する必要な措置は次の各号のとおりとする。 

(1)当該建築物の延床面積が 3,000㎡以上の場合は、40㎥以上の防火水槽を１基設置するこ

と。ただし、延床面積が 20,000㎡以上の場合は、別途協議する。 

(2)当該建築物の延床面積が 3,000㎡未満の建築物で、既設直近の消防水利から当該建築物

までの距離が、次の表に定める数値以上の場合は 40㎥以上の防火水槽を１基設置するこ

と。 

      用途 

地域 

近商・商業 

工業・工専 

左以外の地域 

市街地又は準市街地  100ｍ  120ｍ  

その他の地域  140ｍ 

(3)前各号により防火水槽を設置する場合は、消防水利の標識を設置すること。  

 

第 9条（駐車場施設） 

要綱第 14条に規定する台数の算出については、区域により次のとおりとする。  

 

[中心市街地環境整備区域]  

(1)集合住宅 ア 世帯向 戸数×50％以上  

          イ ﾜﾝﾙｰﾑ 戸数×30％以上  

 

(2)店舗、事務所１台＋（※直接の用に供する延床面積－200㎡）/100㎡  

 計算によりマイナスとなる場合は、1台とし、5戸以上のワンルーム事務所については、

戸数×30％以上、上記(1)、(2)を基準とし協議とする。 

ただし、事業者が自己の居住の用に供する住戸、管理人室及び集会施設は、戸数に算

入しないものとする。 

 

[中心市街地環境整備区域以外]  

(1)集合住宅 ア 世帯向 戸数×50％以上  

          イ ﾜﾝﾙｰﾑ 戸数×40％以上 

(2)店舗、事務所 1台＋（※直接の用に供する延床面積－200㎡）/100㎡  
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 計算によりマイナスとなる場合は、1台とし、5戸以上のワンルーム事務所については、

戸数×40％以上とする。 

ただし、事業者が自己の居住の用に供する住戸、管理人室及び集会施設は、戸数に算入

しないものとする。  

※直接の用に供する延床面積には、通路、機械室、ＰＳ、トイレ等を含めないものとする。  

2 集合住宅、店舗及び事務所以外の施設（大学、病院、老人ホーム、倉庫、工場、寮、ホ

テル、スポーツジム等）については、別途協議とする。  

3 世帯向けとワンルーム、集合住宅と店舗、事務所等の併用する建築物については、各々

の台数を合算したものとする。 

4 駐車場における車１台の面積は、原則として 11.5㎡（長さ 5ｍ×幅 2.3ｍ）とし、安全

に入出庫できる配置とすること。 

5 駐車場施設の台数の算出は小数点以下を切り上げ、世帯向けとワンルームのある場合、

用途の併用する建築物の場合は、小数点以下を切り上げた台数を合算する。 

 

第 10条（学校整備協力金）  

要綱第 19条に規定する戸数は、世帯向け 300戸とする。  

2 金額の算出については、別表 2（学校整備協力金）に基づき、次のとおりとする。  

（計画戸数－299戸）×別表 2の計画戸数に該当する施設用地単価。  

 

第 11条（ワンルームに関する措置） 

要綱第 27条に規定する必要な措置は、次の各号のとおりとする。  

(1)住戸１戸当たりの専用床面積（共有部分およびバルコニー等を除いた面積をいう。）は、

25㎡以上（住生活基本法（平成１８年法律第６１号）における単身者の最低居住面積水準

より）とするよう努めること。 

(2)ワンルームの管理体制については、次の各号のとおりとする。  

ア ワンルームの戸数が 30戸以上については、管理人等により管理すること｡ 

イ ワンルームの戸数が 50 戸以上については、管理人室を設置し管理人により管理す

ること。 

ウ 管理会社等、緊急のための連絡先を明記した表示板を外部から見やすい場所に掲示

し管理体制を明確にすること。 

エ 事業者は、入居者に対してあらかじめ建築物及び入居者に対して管理規約を定める

こと。  

オ 事業者は、入居者に対して、あらかじめ定めた管理規約に基づき以下の禁止事項に

ついて留意をさせること。 

（ア）騒音、振動、電波等により周辺に迷惑を及ぼすこと。  

（イ）ごみ等を収集日以外の日に排出すること。  

（ウ）空き容器、煙草の吸殻等の投棄及び汚物悪臭を発すること。  

（エ）風俗、美観上好ましくない用途に使用すること。  
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（オ）駐車違反等、付近の交通に支障となること。  

（カ）その他周辺住民等に迷惑を及ぼす恐れのある行為をすること。  

 

第 12条（公園整備等協力金）  

要綱第29条に規定する規模は、世帯向け15戸とし、ワンルームは29戸とする。 

2 世帯向けとワンルームの混在する場合は、戸数に世帯向け3人、ワンルーム1.5人を乗じ

た人数の合計が43人とする。 

3 金額の算出については、次のとおりとする。 

（（世帯用戸数×3人）+（ワンルーム戸数×1.5人）－42人) ×3㎡×用地単価（円／㎡）

×1／3 

ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 

 

第 13条（協定の締結）  

要綱第 30条に規定する協定の様式は、第 10号様式とする。  

 

第 14条（工事着手届）  

要綱第 32条に規定する工事着手届の様式は第 11号様式とする。 

 

第 15条（工事完了届）  

要綱第 33 条に規定する工事完了届の様式は、第 12 号様式及び完了に伴う検査状況調書

とする。 

 

第 16条（工事完了検査済証の交付）  

要綱第 34条により交付する工事完了検査済証の様式は、第 13号様式とする。 

 

附 則 

平成 25年 10月１日から施行する。 

本細則記載の様式については、別に様式集としてこれを定める。 

附 則 

この要綱細則は、平成 27年 4月１日から施行する。 

本細則記載の様式については、別に様式集としてこれを定める。 

附 則 

この要綱細則は、平成 29年 4月１日から施行する。 

本細則記載の様式については、別に様式集としてこれを定める。 

附 則 

この要綱細則は、令和 2年 4月１日から施行する。 

本細則記載の様式については、別に様式集としてこれを定める。 
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別表１  提 出 書 類 一 覧 表 

※消防水利設置が不要の場合は「消防水利等整備の必要性について（回答）」を添付してくださ

い。（申請時のみ提出） 

※提出していただいた書類はお返しできませんので、控え等をお取りください。 

番号 申 請 図 書 の 種 類 縮  尺  等 

１ 事 前 協 議 申 請 書 
 

２ 計 画 概 要 書 
 

３ 委 任 状  （ 代 理 人 申 請 の 場 合 ）  

４ 
近  隣  周  知  報  告  書 

（範囲図（高さの二倍の表記）・通学路照会・配布図書を添付すること。） 
申請時のみ提出 

５ 標 識 設 置 届  申請時のみ提出 

６ 現地写真（標識の設置箇所ごとの近・遠景で標識入り）  申請時のみ提出 

７ 公 図 の 写 し 縮尺 1/500（600） 

８ 案 内 図 縮尺 1/1500 以上 

９ 配 置 図（駐車・駐輪施設、ゴミ置き場を明記） 縮尺 1/200 以上 

１０ 
敷 地 求 積 図 

（全体求積、積上げ求積（宅地、公共用地等）） 

縮尺 1/200 以上 

敷地面積は全体求積 

１１ 各 階 平 面 図 縮尺 1/100 以上 

１２ 立 面 図 縮尺 1/100 以上 

１３ 
給 排 水 ガ ス 設 備 計 画 図 

（地下埋設管の取り出し及び接続先を含む） 
縮尺 1/100 以上 
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別表 2 学校整備協力金    1 戸あたり（単位・千円）  

計 画 戸 数 （施 設 分） （用 地 分） 施設用地単価 

３００～５９９ 

５００ 

 ０ ５００ 

６００～６９９ １００ ６００ 

７００～７９９ ３００ ８００ 

８００～８９９ ５００ １，０００ 

９００～９９９ ７００ １，２００ 

１，０００～１，０９９ ９００ １，４００ 

１，１００～１，１９９ １，１００ １，６００ 

１，２００～１，２９９ １，３００ １，８００ 

１，３００～１，３９９ １，５００ ２，０００ 

１，４００～１，４９９ １，７００ ２，２００ 

１，５００～１，５９９ １，９００ ２，４００ 

１，６００～１，６９９ ２，１００ ２，６００ 

１，７００～１，７９９ ２，３００ ２，８００ 

１，８００～ ２，５００ ３，０００ 

※（計算式） （計画戸数-299戸）×[計画戸数欄の施設用地単価] 

 


